
作業者の疲労もお構いなし、アリバイ的な休憩変更反対！ 

４月５日、大阪仕業検査車両所において、大幅な休憩時間の変更が発生しました。 
仕業Ａ班の休憩時間は所定では（０：１５～０：３０）ですが、それを（２：３０～２：

４５）に変更したのです。会社はダイヤ改正の説明会で、業務の都合上、多少の時間変更は

あると説明していましたが、これまで２時間以上の休憩変更はありませんでした。 
この大幅に休憩時間を変更させた理由は、仕業施行本数と構内停電に起因しています。そ

れは、この日は、構内停電が２：３０から予定されており、この２：３０までに仕業検査を

終わらせるためには、構内停電までの間に１５分の休憩をいれることができなかったからで

す。そこで、無理やり停電後に休憩を移動させたのです。まさに作業者の疲労も考えずに「た

だ休憩をさせた」というアリバイ的な休憩変更だったのです。 
 
仕業検査の割振りの責任者は誰だ！ 

会社は、ゆとりのない仕業検査にさせたいのか！ 

大阪仕業検査車両所の仕業担当は、３月２６日のダイヤ改正からＡ班、Ｂ班、Ｃ班の３班

体制になり、Ｃ班の仕業検査は３本まで可能な勤務体制となりました。 

この日、仕業検査は２３本が予定されており、誰もがＡ班１０本、Ｂ班１０本、Ｃ班３本

だと思っていました。この割振りだと各班は仕業検査時間にゆとりが生まれ、あせらずに仕

業検査ができ、休憩時間も所定で取れるはずでした。 

しかし、会社（当直？指令？）はＡ班１１本、Ｂ班１０本、Ｃ班２本の仕業検査を指示し

てきたのです。そのため、Ａ班には時間的に全く余裕がなくなり、大幅な休憩時間変更をし

なくては終わらない事態となったのです。 

一方、Ｃ班は、庫の番線に空きがあり、しかも未仕業の電車があったにも関わらず、１時

間３０分も待機することとなりました。この待機時間は、十分に仕業検査を１本施行できた

時間です。 

そこで、現場の社員は「なぜＣ班に仕業検査を３本させないのか」と質問しました。しか

し、会社はまったく答えようとしません。 

私たちは、Ｃ班の仕業検査３本の固定を求めます。そうすれば、各班に時間的な余裕が生

まれ、所定の休憩時間も取れることになるのです。 

 

私たちは現場社員の意向を無視し、安全無視、業務優先の業務の割振りや休憩

時間変更に反対していきます。この事態に対し再度の説明を求めます！！ 

 

ＪＲ東海労大阪仕業検査車両所分会 
No.１５２  ２０１６．4． ８ 
発行責任者   松本 幸一 
編集責任者   教 宣 部 


